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巻頭言 
 

 
名古屋南部地域医療連携推進協議会 

代表  絹川常郎 
 
平成 28 年 10 月に愛知県が公表した地域医療構想下で、名古屋･尾張中部構想区域は 130

の病院と 96 の有床診療所を有しており、余りに広いため地域の関係者がその問題点を詳細

に協議することは困難です。もう少し小さなまとまりの中で地域医療のことを話し合うため、

名古屋南部地域医療連携推進協議会は平成 29 年 9 月に発足しました。以後、全体会議は年

2 回開催し、名古屋･尾張中部地域医療構想推進委員会の報告と討議を行い、年度末の 3 月

には、特別講師を招いて講演会を開催することとし、本年度も昨年に続き、東部地域医療連

携推進協議会と合同で講演会の開催を予定していました。もすぐ桜の開花という時期でした

が、今年は新型コロナ感染症の流行で、会議の開催を断念せざるを得なくなりました。 
 
そこで、今回、講師を依頼していました社会医療法人大雄会理事長の伊藤伸一先生に、予

定していた講演内容に沿った資料を提供頂き、紙上発表することと致しました。伊藤先生は、

平成 28 年より本年度末までに厚生労働省で 25 回開催された地域医療構想に関するワーキ

ンググループの委員を務められ、昨年公表された平成 29 年度病床機能報告に基づく分析、

いわゆる 424 病院への再検証要請の経緯をよくご存じです。資料は 24 回目までのワーキン

ググループの検討内容が要領よくまとめられています。会員の皆様にはこれを読み込んで、

改めてこれからのこの地域の医療の問題点を明確にし、その解決のための議論をする際の資

料としていただけるなら、本誌の発行を企画したものとして、大いなる喜びです。 
 
さて、昨年末から中国武漢で発生した新型コロナウイルスの流行は本年に入って世界中に

広がっています。我々の地域である名古屋南部でも 2 つのクラスターが発生し、大変な思い

をしました。講演会の開催が中止となった 3 月 11 日に、代わりに協議会に属する協力病院

を中心に新型コロナ対策のコンセンサスミーティングを開催しました。実際には、会員のう

ち、コロナ患者の診療を既に開始しているか、対応が現実的になりつつある病院と、南部の

保健センター関係者に参加して頂きました。この会議では、各施設の状況の共有を図るとと

もに、地域でこの感染症にどう対処するのか意見をまとめ、次の週には、名古屋市長に要望

書を提出することが出来ました。今回は、名古屋南部地域医療連携推進協議会の設立後の経

過と、突然発生したコロナ感染症対策立案に私どもの協議会が有用であった事も簡単に報告

いたします。 
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講演 

厚生労働省「地域医療構想ワーキンググループ」の進捗状況等 
 

講師 
社会医療法人大雄会理事長 

伊藤伸一先生 
 
 
 

講師略歴 
1983 年 愛知医科大学 卒業 
1988 年 奈良県立医科大学 大学院修了 
1988 年 社会医療法人大雄会放射線科 
1990 年 同副理事長 
1994 年 同理事長 

 
 
 

 講師役職など 
社会医療法人 大雄会 理事長 
日本病院会 愛知支部 理事 
日本医療法人協会 会長代行 
愛知県医療法人協会 理事 
愛知県放射線科医会 会長 
愛知県病院協会 常務理事 
日本社会医療法人協議会 副会長 

           厚生労働省「地域医療構想ワーキンググループ」委員 
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社会医療法人 大雄会

理事長 伊藤伸一

名名古古屋屋東東部部地地域域医医療療連連携携推推進進協協議議会会
名名古古屋屋南南部部地地域域医医療療連連携携推推進進協協議議会会 合合同同会会議議

1

厚厚生生労労働働省省
「「地地域域医医療療構構想想ワワーーキキンンググググルルーーププ」」のの

進進捗捗状状況況等等

2

地域医療構想の本質

＊社会保障（医療・介護）の
サステナビリティを確保する

＜Key Word＞

国民所得の伸びと国民医療費の伸び

疾病構造変化 慢性疾患 ＱＯＬ、ＱＯＤ

在宅復帰の推進 在宅看取り

データで地域医療を制御
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・全国統一の方式で将来の医療需要を推計

・選択と集中による医療機関の役割・機能分化

・現状把握の為の病床機能調査
（それぞれの希望要望の調査、その後定量基準の
導入で客観的判断のデーター提供）

・二次医療圏内での協議で自主的な病床再編整備

・競合から協調へ基本方針の変更による公立公的医療
機関のあるべき姿を協議（全てのステークホルダーによる）

・公立公的医療機関の役割と補助の実態を情報共有
（第1回ＷＧ、過剰地域での公的医療機関の開設・増床禁止

⇒データーに基づく再編統合へ）

・民間医療機関は自立した経営環境の中でサバイバル
激しい競合の中で生き残りをかけた変化進化をしている
当然淘汰されるものも多い

4

地地域域医医療療構構想想にに関関すするるワワーーキキンンググググルルーーププ

第第11回回 22001166年年77月月2299日日 第第1133回回 22001188年年55月月1166日日

第第22回回 22001166年年88月月3311日日 第第1144回回 22001188年年66月月1155日日

第第33回回 22001166年年99月月2233日日 第第1155回回 22001188年年77月月2200日日

第第44回回 22001177年年55月月1100日日 第第1166回回 22001188年年1100月月2266日日

第第55回回 22001177年年66月月22日日 第第1177回回 22001188年年1122月月2211日日

第第66回回 22001177年年66月月2222日日 第第1188回回 22001199年年11月月3300日日

第第77回回 22001177年年77月月1199日日 第第1199回回 22001199年年22月月2222日日

第第88回回 22001177年年1100月月2266日日 第第2200回回 22001199年年33月月2200日日

第第99回回 22001177年年1111月月2200日日 第第2211回回 22001199年年55月月1166日日

第第1100回回 22001177年年1122月月1133日日 第第2222回回 22001199年年66月月2211日日

第第1111回回 22001188年年33月月22日日 第第2233回回 22001199年年99月月66日日

第第1122回回 22001188年年33月月2288日日 第第2244回回 22001199年年99月月2266日日
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第２回

２０２５年の必要病床と既存病床数の関係性
病床機能の届け出と将来の人口動態
知事権限の強化
新新公公立立病病院院改改革革ガガイイドドラライインンの確認
熊本市民病院 再建について

第３回
基準病床と必要病床数の関係性の整理・考え方
医療機器の共同利用に関して

第４回
平成２８年度病床機能報告結果
各病床機能報告の取扱い 診療報酬項目との関係
岐阜、奈良、北海道の協議結果について 「急性期指標」について

第５回
平成２８年調査の結果詳細
自己判断と現実データーの矛盾

第６回
大学病院の届出と地域医療構想への取り組み
新新公公立立病病院院改改革革ププラランンのの実実例例（那智勝浦、岩手県、静岡県、佐賀県）

第７回 公公的的医医療療機機関関改改革革ププラランンににつついいてて

第８回 定量的基準 南奈良 統合再編

第９回 公公立立・・公公的的病病院院へへのの補補助助繰繰入入のの状状況況

第１１回

調整会議の進捗状況
公公的的医医療療機機関関等等２２００２２５５ププラランン対対象象病病院院にに期期待待さされれるる役役割割について
２０２５に向けた在宅医療の体制、構築について 秋田県、栃木県

⇒有床診療所の状況

ＷＷＧＧのの協協議議内内容容（（１１））

6

ＷＷＧＧのの協協議議内内容容（（２２））

第１２回 病床機能報告の見直し 高知県 、 報告項目の見直し、問題点の指摘

第１３回 徳島県 再編事例 医師会病院→厚生連へ統合

第１４回

議論活性化
経済財政諮問会議の方針
・公公立立公公的的病病院院ははププラランンにに沿沿いい、、公公立立公公的的ででななけけれればば担担ええなないい役役割割にに重重点点化化
・その他の病院も役割を大きく変更する際は事業計画を策定し速やかに
協議する

第１５回 アドバイザーの役割

第１６回 慢性期機能と在宅医療等の需要の推計

第１７回 大阪府の先行事例 病院連絡会（全病院参加）

第１８回
人口規模と地理的状況による指標（ＣＴ・ＭＲＩ・マンモ保有状況）
区域の医療機能による公民分布

第１９回 公公民民のの競競合合状状況況のの分分析析

第２１回 医師の偏在・需給 三位一体で推進

第２３回
再検証の要請の概要について
診療実績の分析法等について

第２４回
具体的対応方針に係る再検証の要請 等
診療実績データ分析等の活用について
データ分析結果
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地域医療構想の考え方はどこから？

社会保障制度改革国民会議の報告書 （平成25年8月6日）
Ⅱ．．医医療療介介護護分分野野のの改改革革
（１）改革が求められる背景
＊主たる患者が「高齢者」になり「病院完結型」体制にミスマッチが生じた
＊第一次医療法改正の「医療計画」では適正 に減らすことができなかった
＊「選択と集中」による構造的改革が必要

（２）日本的特徴
＊私的所有の病院が多く、政府の強制力が働かない
＊データによる客観的な制御機構を用いてマッチングを図る

（３）改革の方向性
＊「病院完結型」医療から「地域完結型」医療へ転換
＊「いつでも、好きなところで」から「必要な時に必要な医療にアクセス」へ
＊医療・介護の在り方を地域ごとに考える「ご当地医療」へ

医療・介護サービスの提供体制改革
＊医療機能に係る情報の都道府県への報告制度（病床機能報告制度）の導入
＊将来的な医療ニーズの客観的データに基づく見通しを踏まえて
地域医療ビジョンの策定を進める

＊２０１８年を待たずに速やかに実行する

「社会保障制度改革国民会議報告書」にみる政策の方向性（１）

社会保障モデル 1970年代モデル 今後（2025年）

経済情勢

右肩上がりの高度成長

国民所得の伸び：

年率平均 7.3％（1975-90年）
国民医療費の伸び：

年率平均 8.9％(同)

安定成長・低成長期

国民所得の伸び：

年率平均 3.1％（1991-2010年）
国民医療費の伸び：年率平均 0.1％(同)

患者ニーズ
青壮年層を対象にした、

救命・延命、治癒、社会復帰

・慢性疾患、複数の疾病を抱えるなどの

特徴を持つ老齢期の患者が中心
・早期の在宅復帰

・QOL＋QOD（Quality of Death）

フリーアクセス
の意味合い

「いつでも好きなところで」
「必要なときに必要な医療にアクセス

できる」

医療提供体制 病床数が多く、人員配置が少ない

選択と集中によって病床の機能分化を推進

• 在宅復帰を促進し、入院期間を短縮

• 地域に包括的なケアシステムを構築

• 在宅での看取りの推進

• データによる制御

Copyright © 2017 Kawahara Business Management Group. All Rights Reserved.

8

＊出所：「社会保障制度改革国民会議報告書」をもとに作成

国民所得・国民医療費のデータは、第９回国民会議（2013年４月19日）遠藤委員提出資料から

（H29.2.28  日本医療法人協会主催セミナー 田川洋平氏資料 「地域医療連携推進法人制度の概要と活用方法」より抜粋）
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「社会保障制度改革国民会議報告書」にみる政策の方向性（２）

社会保障モデル 1970年代モデル 今後（2025年）

医療計画
病床規制 地域医療ビジョン

ー 病床機能報告制度

経営戦略 病院完結型 地域完結型

政策誘導 診療報酬が中心
診療報酬に加えて、地域の実情に応じ
たサービス体系再編のための「基金」
活用の検討

＊出所：「社会保障制度改革国民会議報告書」をもとに作成

9
Copyright © 2017 Kawahara Business Management Group. All Rights Reserved.

他の法人・病院
との関係

競争関係に陥りがち（過重投資、

患者・医療従事者獲得競争）
協調・連携がより重要

部分最適
地域レベルでの全体最適

（医療・介護の連携）

医療法人・社会
福祉法人制度

法人単独での運営
非営利性等を堅持の上、

医療法人等が容易に再編・統合

（H29.2.28  日本医療法人協会主催セミナー 田川洋平氏資料 「地域医療連携推進法人制度の概要と活用方法」より抜粋）

10

2025年の必要病床数の算出式（構想区域別）

2025年 2013年度 2025年
必要病床数 ＝ 性年齢階級別 × 性年齢階級別 ÷ 病床

入院受療率 人口 稼働率

地域構想について

・地域医療構想の本質

・各医療機関の「自主的な取り組み」
・医療機関相互の「協議」による病床整備
・役割を担っていない公的病院の統廃合
・基金を利用した病床転換誘導

療養病床の入院受診率が最も低い県の水準に合わせる
長野県：高知県 ＝ １ ： ５
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① 救急医療のための病床や治験のための病床など、更なる整備が必要となる一定の
病床については、病床過剰地域であっても整備することができる特例を設定

② 一般住民に対する医療を行わない等の一定の病床は既存病床数に算定しない
（病床数の補正）

〇 基準病床数を、全国統一の算定式により算定
※一般病床・療養病床は、二次医療圏ごとの性別・年齢階級別人口、病床利用率等から計算
精神病床は、都道府県の年齢階級別人口、１年以上継続して入院している割合、病床利用率等から計算
結核病床は、都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を知事が定めている
感染症病床は、都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に知事が定めている

〇 既存病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、公的医療機関等の
開設・増床を許可しないことができる

11＜H28.7.29 第1回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

基準病床数制度について

病床の整備について、病床過剰地域（※）から非過剰地域へ誘導することを通じて、
病病床床のの地地域域的的偏偏在在をを是是正正し、全国的に一一定定水水準準以以上上のの医医療療をを確確保保

※既存病床数が基準病床数を超える地域

目的

仕組み

病床数の算定に関する特例措置

公的医療機関等 その他の医療機関

病院の新規開設等
への対応

開設許可等の際、不足している医療機能を担う等の条件を付与することができる。

過剰な医療機能に
転換しようとする場合

病床機能報告における基準日病床機能と基準日後病床機能（６年後）とが異なる場合、
当該報告を行った医療機関の所在地を含む構想区域の基準日後病床機能に係る病
床数が、病床の必要量（必要病床数）に既に達しているときは、当該医療機関に対し
協議の場等において医療機能を転換する理由の説明等を求めることができる。その理
由がやむを得ないものと認められないときは、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
基準日後病床機能に変更しないこと等を「命ずる」ことができる。

「命ずる」を
「要請」に
読替

「協議の場」の協議が
調わない場合

協議の場における協議が調わない等の際には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足している医療機能に係る医療を提供すること等を「指示」することができる。

「指示」を
「要請」に読替

〇 将来の病床の必要量を、全国統一の算定式（※）により算定
〇 将来の医療需要を、病床の機能区分ごとに推計

※基本的に、構想区域ごとの性別・年齢階級別入院受療率と、将来の推計人口から計算
高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能は、医療資源投入量を基準として区分
慢性期機能は、リハビリテーションを受ける者を除いた療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の
70％相当及び療養病床の入院患者の入院受療率の地域差解消分を除いた入院患者の他、一般病床の
障害者・難病患者等を、長期にわたり療養が必要な患者として区分

12＜H28.7.29 第1回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

病床の必要量（必要病床数）について

現在の医療需要と将来の推計人口から、将来の医療需要を推計し、地域における病床の
機能の分化及び連携を推進する

目的

仕組み

地域医療構想を実現するための
都道府県知事の権限
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13＜H28.8.31 第2回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

14

Ⅰ 地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議のの役役割割

Ⅱ 調調整整会会議議でで議議論論すするる内内容容

① 医療機能の役割分担
② 病床機能分化、連携に向けた方策の検討
③ 地域住民への啓発

① 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に
関する協議

② 病床機能報告制度による情報等の共有
③ 都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
④ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
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議論の進め方の例として以下のように示している。

ⅰ 地域の医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有
地域医療構想で推計した将来の医療需要や病床機能報告のデデーータタをを基基にに
関関係係者者でで認認識識をを共共有有。

ⅱ 地域医療構想を実現する上での課題の抽出
地域の医療提供体制の現状を踏まえ、地地域域医医療療構構想想をを実実現現ししてていいくく上上ででのの
課課題題について議論。

ⅲ 具体的な病床の機能の分化及び連携の在り方について議論
医療機能の充足状況に応じて、各病院等がどのように役割分担を行うか等に
ついて議論。

ⅳ 地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論
ⅲで議議論論ししてて合合意意ししたた事事項項を実現するために必要な具体的事業について地地域域
医医療療総総合合確確保保基基金金のの活活用用も視野に入れ議論。

15＜H28.8.31 第2回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

調整会議の進め方について

地域医療構想策定ガイドライン（抜粋・一部改変）

議論の進め方

16

調調整整会会議議のの役役割割をを踏踏ままええたた議議論論すするる内内容容及及びび進進めめ方方のの整整理理

＜H28.8.31 第2回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料1-2より抜粋＞

①医療機能の役割分担
１．構想区域における将来の医療提供体制を構築していく

ための方向性の共有
（１）公的医療機関等の役割の明確化

２００床以上の病院がどのような役割を担うか明確に
する必要あり

（２）それ以外の医療機関の役割の明確化
その後、規模の小さい医療機関について上記の連携や
これらが担わない機能、多様な医療ニーズを踏まえ
それぞれの役割を明確化

（３）将来、病床機能転換を予定している医療機関
転換の内容に整合性あるか確認する

（４）地域住民の望むかかり方 等、ニーズの把握
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（「地域医療構想」の内容）

１１．．２２００２２５５年年のの医医療療需需要要とと病病床床のの必必要要量量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４４機機能能ごごととにに医医療療
需需要要とと病病床床のの必必要要量量をを推推計計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２２．．目目指指すすべべきき医医療療提提供供体体制制をを実実現現すするるたためめのの施施策策
例） 医医療療機機能能のの分分化化・・連連携携を進めるための施施設設設設備備、

在在宅宅医医療療等等のの充充実実、医医療療従従事事者者のの確確保保・養養成成等等

○ 機機能能分分化化・・連連携携ににつついいててはは、
「地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議」で議論・調整。

都
道
府
県

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

地地域域医医療療構構想想ににつついいてて

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

17＜H30.7.8 「地域医療構想の進め方」 講演資料より抜粋＞

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地地域域医医療療構構想想」は、２２００２２５５年年にに向向けけ、病床の機能分化・連携を進めるために、医医療療機機能能ごとに２２００２２５５年年の
医医療療需需要要と病病床床のの必必要要量量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

個個々々のの病病院院のの再再編編に向け、各都道府県での「調調整整会会議議」
での協協議議を促進。

① 救救急急医医療療やや小小児児、、周周産産期期医医療療等等のの政政策策医医療療をを担担
うう中中心心的的なな医医療療機機関関のの役役割割のの明明確確化化を図る

② その他の医療機関について、中中心心的的なな医医療療機機関関
がが担担わわなないい機機能能や、中心的な医療機関との連連携携等等
を踏まえた役割の明確化を図る

地地域域医医療療構構想想のの実実現現ププロロセセスス

１１．． ままずず、、医医療療機機関関がが「「地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議」」でで協協議議をを行行いい、、機機能能分分化化・・連連携携をを進進めめるる。。都都道道府府県県はは、、地地域域医医
療療介介護護総総合合確確保保基基金金をを活活用用。。

２２．． 地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議ででのの協協議議をを踏踏ままええたた自自主主的的なな取取組組だだけけでではは、、機機能能分分化化・・連連携携がが進進ままなないい場場合合ににはは、、
医医療療法法にに定定めめらられれたた都都道道府府県県知知事事のの役役割割をを適適切切にに発発揮揮。。

SSTTEEPP11      地地域域ににおおけけるる役役割割分分担担のの明明確確化化とと将将来来のの
方方向向性性のの共共有有をを「「地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議」」でで協協議議

SSTTEEPP２２「「地地域域医医療療介介護護総総合合確確保保基基金金」」にによよりり支支援援

都道府県は、「「地地域域医医療療介介護護総総合合確確保保基基金金」」をを活活用用して、
医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補
助等を実施。

SSTTEEPP３３ 都都道道府府県県知知事事にによよるる適適切切なな役役割割のの発発揮揮

都都道道府府県県知知事事はは、、医医療療法法上上のの役役割割をを適適切切にに発発揮揮しし、、機機
能能分分化化・・連連携携をを推推進進。。

【【医医療療法法にに定定めめらられれてていいるる都都道道府府県県のの権権限限】】
① 地地域域でで既既にに過過剰剰になっている医療機能に転換しようとす

る医療機関に対して、転転換換のの中中止止のの命命令令（公的医療機関

等）及び要要請請・・勧勧告告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不不足足ししてていいるる医医療療
機機能能をを担担ううよようう指指示示（公的医療機関等）及び要要請請・・勧勧告告（民間
医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）及び
要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。

将将
来来
のの
方方
向向
性性
をを
踏踏
まま
ええ
たた
、、
自自
主主
的的
なな
取取
組組
だだ
けけ
でで

はは
、、
機機
能能
分分
化化
・・
連連
携携
がが
進進
まま
なな
いい
場場
合合

18＜H30.7.8 「地域医療構想の進め方」 講演資料より抜粋＞
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 「「新新公公立立病病院院改改革革ガガイイドドラライインン」」（（平平成成2277年年33月月））にに基基づづきき新新公公立立病病院院改改革革ププラランンのの策策定定をを要要請請。。
 平平成成2299年年33月月3311日日現現在在でで新新公公立立病病院院改改革革ププラランンをを策策定定済済のの病病院院はは880000（（全全体体のの9922..77％％））。。
 医医療療提提供供体体制制のの改改革革とと連連携携ししてて公公立立病病院院のの更更ななるる経経営営効効率率化化、、再再編編・・ネネッットトワワーークク化化等等をを推推進進。。

１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携）

○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要

病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする

地地域域医医療療構構想想を策定

(平成29年３月31現在、全ての都道府県で策定済)

２ 実現するための方策

○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催

○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等）

○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公公立立病病院院改改革革のの推推進進

医療介護総合確保推進法（H27年4月施行）

に基づく取組（厚生労働省）

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕

≪経営形態の見直し≫

・地方独立行政法人化(非公務員型) ６９病院

・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院

・民間譲渡・診療所化 ５０病院

70.3% 

53.6% 

29.7% 

46.4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

25年度

≪経営の効率化≫
【赤字】 【黒字】

（予定含む数）≪再編・ネットワーク化≫

・統合・再編等に取り組んでいる病院数
１６２病院

・再編等の結果、公立病院数は減少
H20 : ９４３ ⇒ H25 : ８９２ （△ ５１病院）

１ 新公立病院改革プランの策定を要請
（１) 策定時期：地地域域医医療療構構想想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中

（２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記

２ 都道府県の役割・責任を強化

○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等

３ 地方財政措置の見直し
（１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～）

通常の整備 ・・・・・ 25%地方交付税措置
再編・ネットワーク化に伴う整備 ・・・・・ 40%地方交付税措置

（２）特別交付税措置の重点化（H28年度～）
○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定
○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続

新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進

・経常収支比率等の数値目標を設定

・地方独立行政法人化等を推進

経経営営のの効効率率化化

経経営営形形態態のの見見直直しし

公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果

連携

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進

地地域域医医療療構構想想をを踏踏ままええたた役役割割のの明明確確化化

再再編編・・ネネッットトワワーークク化化

19＜H30.7.8 「地域医療構想の進め方」 講演資料より抜粋＞

新公立病院改革ガイドラインにおける公立病院に期待される主な機能

①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療
の提供

②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある

高度・先進医療の提供
④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

公公立立病病院院にに期期待待さされれるる主主なな機機能能のの具具体体例例

20

【新公立病院改革ガイドライン（平成27年３月）より抜粋】
第２ 地方公共団体における新公立病院改革プランの策定
３ 新改革プランの内容
(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化
公立病院に期待される主な機能を具体的に例示すれば、①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が

困難な過疎地等における一般医療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関
わる医療の提供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高
度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能などが挙げられる。
前ガイドラインにおいても、改革を通じて、 自らの公立病院の果たすべき役割を見直し、改めて明確化する

べきことが強調されていたが、今般の公立病院改革は、民間病院を対象に含めた地域医療構想の実現に向
けた取組と並行して行われるものであることから、必然的に、公立病院の役割を従来にも増して精査すること
となる。
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「地域医療構想の進め方について」※※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

地域医療構想調整会議の運営

○ 都都道道府府県県はは、、構想区域の実情を踏まえながら、年年間間ススケケジジュューールルをを計計画画しし、、年年４４回回はは地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議をを実実施施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

地域医療構想調整会議の協議事項

【その他】
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関 ・開設者を変更する医療機関

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

○ 都都道道府府県県はは、、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以以下下のの内内容容をを提提示示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

○ 都都道道府府県県はは、、毎毎年年度度、、地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議ににおおいいてて合合意意ししたた具具体体的的対対応応方方針針ををととりりままととめめるるこことと。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公公立立病病院院、、公公的的医医療療機機関関等等はは、、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平平成成2299年年度度中中にに協協議議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなけ
れば担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ そそのの他他のの医医療療機機関関ののううちち、、担担ううべべきき役役割割をを大大ききくく変変更更すするる病病院院ななどどはは、、今後の事業計画を策定し、速速ややかかにに協協議議すること。

○ 上上記記以以外外のの医医療療機機関関はは、、遅遅くくとともも平平成成3300年年度度末末ままででにに協協議議すること。

21
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定定量量的的基基準準のの検検討討

・病床機能報告は最も多い病期の割合によって
医療機能を自主的に判定し報告

・平成29年の報告では回復期が大幅に不足との誤解が発生

・議論の活性化にＡＬＯＳや救急受入数、手術件数を活用

・平成29年の報告で実態と合致しない病棟の洗い出し

調調整整会会議議のの定定量量的的基基準準をを用用いいたた検検討討
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急性期医療を全く提供していないと考えられる病棟について
○ 高度急性期・急性期機能を選択した病棟について、「具体的な医療の内容に関する
項目」の実施の有無を確認。

５．重症患者への対応状況

６．救急医療の実施状況

３．幅広い手術の実施状況

４．がん・脳卒中・心筋梗塞
等への治療状況

８．全身管理の状況

高度急性期・急性期病棟と報告
している病棟（21,265病棟）

※ 平成29年度病床機能報告において、様式１で高度急性期又は急性期機能を報告している病院の病棟及び有床診療所のうち、様式２で
以下の項目でレセプト件数、算定日数、算定回数が０件又は未報告と報告された病棟数を算出

重
症
患
者
へ
の
対
応

・ハイリスク分娩管理加算
・ハイリスク妊産婦共同管理料
・救急搬送診療料
・観血的肺動脈圧測定
・持続緩徐式血液濾過
・大動脈バルーンパンピング法
・経皮的心肺補助法
・補助人工心臓・植込型補助人工心臓
・頭蓋内圧持続測定
・血漿交換療法
・吸着式血液浄化法
・血球成分除去療法

平成29年度病床機能報告 医政局地域医療計画課調べ（平成30年4月時点）

該当なし：2,310病棟, 様式２未提出：1,938病棟

全
身
管
理

・中心静脈注射
・呼吸心拍監視
・酸素吸入
・観血的動脈圧測定
・ドレーン法
・胸腔若しくは腹腔洗浄
・人工呼吸
・人工腎臓
・腹膜灌流
・経管栄養カテーテル交換法

地域医療構想調整会議で
機能について確認

該当なし：1,746病棟, 様式２未提出：1,938病棟

該当なし：1,711病棟, 様式２未提出：1,938病棟

該当なし：1,548病棟, 様式２未提出：1,938病棟

「全項目該当なし：1,076病棟」＋「様式２未提出：1,938病棟」
＝3,014病棟（約14%）

23

＜H30.6.15 第14回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

24
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＜H30.6.15 第14回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

25

26＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞
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27＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

28＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞
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29＜H31.4.24 第66回 社会保障審議会医療部会 資料より抜粋＞

30＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞
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31＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

32

第21回地域医療構想に関するＷＧ （令和元年6月21日）

〇具体的対応方針の検証方法

・地域医療構想の実現に向けて各機能病床数の過不足のみでは

なく診療実績の詳細データに着目して必要な医療を質が高く

効率的に提供する視点の議論が不可欠

・厚労省が診療実績等の指標を用いて医療提供体制の現状を

分析し、合意内容が一定の基準に合致すれば再検証を要請する

なお、今回整理する厚労省の分析は各区域で優先的に議論を

進めてきた公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関で

なければ担えないものに重点化されているか分析するものである
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33

〇分析の手法
・五疾病・五事業等を踏まえた医療構想である
・公立公的医療機関の役割は「新公立病院改革ガイドライン」や
「経済財政運営と改革の基本方針2018」に示された不採算医療、
過疎地医療、民間で限界ある高度先進医療、医師派遣機能等
・具体的データは以下の９領域１７項目とする

〇分析の視点
・分析項目ごとに公立公的医療機関単位で該当性を確認

A 構想区域内に一定以上の実績を有する近接する
２つ以上の医療機関がある

B 診療実績が少ない
・分析にあたり区域内の公立公的医療機関と民間との関係性の
みならず、公立公的同士での役割の代替性も分析する
・大半の項目で他の医療機関による代替可能性がある公立公的
医療機関は「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立
公的医療機関」と位置付ける

34

〇分析結果の公表とその後の協議の進め方

2019年年央までに県を通じて結果を提供する

・地域包括ケア病棟や回復リハ病棟は民間で担うことができる
のに、多くの公立公的医療機関が実施していることについて分析
を行うよう努める

・代替可能性のある役割につき他の医療機関に機能を統合する
ことの是を協議し、2020年3月末までに結論を得ること
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35

〇協議にあたり留意すべき事項
・医療機関の再編統合に当たっては医師の働き方改革や医師偏
在対策を考慮
・協議の透明性を確保し、再編統合に関する率直で忌憚のない
意見交換の場を設定すること
・2025年を見据え、速やかに議論を進める

〇更なる検討が必要な課題
・再編統合やダウンサイジングといった公立医療機関の取組みの
方向性について、構想会議の結果よりも首長の意向が優先される
恐れがあるとの指摘があることから、公立医療機関を有する地方
自治体の首長が協議の内容を理解して地域の合意内容に合わ
ない取組みが行われないような対策の検討が必要である

36

sustainability
＊個別の医療機関としての存続、事業の継続性

主観的、個々の医療機関のプライド、エゴ

＊地域のインフラとして求められる

医療・介護の提供体制の維持

地域の存続性に影響

＊国の社会保障のシステムとして
少なくとも２０４０年以後も維持できる可能性

財政、人口変化、科学の発達
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37

国家財政の現状と未来

一般会計税収の推移

＜財務省ホームページより抜粋＞

38

令和元年度

＜財務省ホームページより抜粋＞
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39

財政健全化目標

＜ストックの指標＞
債務残高 対ＧＤＰ比

＜フローの指標＞ プライマリー・バランス（ＰＢ）
令和元年度

歳入における公債金 ３２兆６６０５億円

歳出における国債費 ２３兆５０８２億円

借入超過 ９兆１５２３億円

40

普通国債残高の増加要因

＜歳出面＞

・高齢化進行に伴う社会保障関係費の増加

・地方交付税交付金の増加

＜歳入面＞

・過去の景気の悪化

・減税による税収落ち込み

＜財務省 日本の財政関係資料（令和元年６月）より抜粋＞
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平成２年末から令和元年末にかけての
普通国債残高 増加額 約７２５兆円

歳出の増加要因 ： 約 ４４１兆円

内 社会保障関係費 ＋約 ３１６兆円

地方交付税交付金 ＋約 ８５兆円

公共事業費 ＋約 ６０兆円

42

我我がが国国のの人人口口のの推推移移

＜参考：平成30年度 厚生労働白書＞

我が国の人口は２００４年にピークを迎え、減少局面に入っている。
２０５５年には９０００万人を割り込み、高齢化率は４０％を超えると推計されている。
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＜R1.6.21 第22回
地域医療構想に関するワーキンググループ

資料より抜粋＞

公立病院の
利益等の状況

44＜R1.6.21 第22回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

公立病院に
対する
繰入金の現状
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45＜R1.9.26 第24回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

【【経経済済財財政政運運営営とと改改革革のの基基本本方方針針2017（（平平成成29年年6月月9日日閣閣議議決決定定））［［抜抜粋粋］］】】

地地域域医医療療構構想想のの実実現現にに向向けけてて地地域域ごごととのの「「地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議」」ででのの具具体体的的議議論論をを促促進進すするる。。病床の役割分担を進めるデー
タを国から提供し、個個別別のの病病院院名名やや転転換換すするる病病床床数数等等のの具具体体的的対対応応方方針針のの速速ややかかなな策策定定にに向向けけてて、、２２年年間間程程度度でで集集中中的的なな検検討討
をを促促進進すするる。。これに向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地域における議論
の進め方をす速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がそ
の役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総
合確保基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に対し、重点的に配分する。

地地域域医医療療構構想想のの実実現現にに向向けけたた個個別別のの病病院院名名やや転転換換すするる病病床床数数等等のの具具体体的的対対応応方方針針ににつついいてて、、昨昨年年度度にに続続いいてて集集中中的的なな検検討討
をを促促しし、、2018年年度度中中のの策策定定をを促促進進する。公公立立・・公公的的医医療療機機関関ににつついいててはは、、地地域域のの医医療療需需要要等等をを踏踏ままええつつつつ、、地地域域のの民民間間医医療療機機
関関でではは担担ううここととががででききなないい高高度度急急性性期期・・急急性性期期医医療療やや不不採採算算部部門門、、過過疎疎地地等等のの医医療療提提供供等等にに重重点点化化すするるよようう医医療療機機能能をを見見直直しし、、
ここれれをを達達成成すするるたためめのの再再編編・・統統合合のの議議論論をを進進めめるる。このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都
道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。病床の
転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、地域医療介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の
見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行い、必要な対応を検討するとともに、病床のダウ
ンサイジング支援の追加的方策を検討する。

2040年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、地域医療構想の実現に向けた取組、医師偏在対策、医療従業者の
働き方改革を三位一体で推進し、総合的な医療提供体制改革を実施する。
地地域域医医療療構構想想のの実実現現にに向向けけ、、全全ててのの公公立立・・公公的的医医療療機機関関等等にに係係るる具具体体的的対対応応方方針針ににつついいてて、、診診療療実実績績デデーータタのの分分析析をを行行いい、、具具

体体的的対対応応方方針針のの内内容容がが、、民民間間医医療療機機関関でではは担担ええなないい機機能能にに重重点点化化さされれ、、2025年年ににおおいいてて達達成成すすべべきき医医療療機機能能のの再再編編、、病病床床数数
等等のの適適正正化化にに沿沿っったたももののととななるるよようう、、重重点点対対象象区区域域のの設設定定をを通通じじてて国国にによよるる助助言言やや集集中中的的なな支支援援をを行行ううとともに、適適切切なな基基準準をを新新
たたにに設設定定ししたた上上でで原原則則ととししてて2019年年度度中中（（※））にに対対応応方方針針のの見見直直ししをを求求めめるる。民民間間医医療療機機関関ににつついいててもも、、2025年年ににおおけけるる地地域域医医
療療構構想想のの実実現現にに沿沿っったたももののととななるるよようう対対応応方方針針のの策策定定をを改改めめてて求求めめるるととととももにに、、地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議ににおおけけるる議議論論をを促促すす。こう
した取組によっても病床の機能分化・連携が進まない場合には、2020年度に実効性のある新たな都道府県知事の権限の在り方
について検討し、できる限り早期に所要の措置を講ずる。地地域域医医療療介介護護総総合合確確保保基基金金のの分分配配（（基基金金創創設設前前かからら存存在在ししてていいるる事事業業
もも含含むむ））ににおおけけるる大大幅幅ななメメリリハハリリ付付けけの仕組みや国が主導する実効的なＰＤＣＡサイクルを構築するとともに、成果の検証等を踏ま
え、真に地域医療構想の実現に資するものとする観点から必要な場合には、消消費費税税財財源源をを活活用用ししたた病病床床ののダダウウンンササイイジジンンググ支支援援
のの追追加加的的方方策策を講ずる。病床の転換や介護医療院への移行等が着実に進むよう、地域医療介護総合確保基金や急性期病床や
療養病床に係る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行い、必要な対応を
検討する。 ※医医療療機機関関のの再再編編統統合合をを伴伴うう場場合合ににつついいててはは、、遅遅くくとともも2020年年秋秋ごごろろままでで。。

【【経経済済財財政政運運営営とと改改革革のの基基本本方方針針2019（（令令和和元元年年6月月21日日閣閣議議決決定定））［［抜抜粋粋］］】】

【【経経済済財財政政運運営営とと改改革革のの基基本本方方針針2018（（平平成成30年年6月月15日日閣閣議議決決定定））［［抜抜粋粋］］】】
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ＭＭＥＥＤＤＩＩＦＦＡＡＸＸ 8090号 ＜2019年8月21日＞

厚生労働省医政局の総務課長に就任した佐々木裕介氏は本紙の取
材に応じ、地域医療構想の推進へ、再編統合の検討の必要性の高い
公立・公的病院を秋にも公表する施策について「病院名の公表自体に
意味があるのではなく、地域の実情に合う最適な医療資源の配分を実
現するという地域医療構想の原点に立ち返る材料の提供」と位置付け
た。
厚労省は現在、公立・公的医療機関の役割重点化に向け、がん領域

別手術の実績など１７項目を対象に分析している。再編統合の必要性
が特に高い公立・公的病院がある区域などを「重点支援区域」に設定し、
国が直接支援する方針だ。
再編統合の必要性や、他の医療機関による役割の代替え可能性が

ある医療機関は名称を公表するが、佐々木課長は「重要なのは、人口
減少社会の中、地域全体で適切な医療提供体制を整えるため、公民で
どのような役割分担が必要なのか、特に公立と公的病院が果たす役割
は何かを考えてもらうこと」と説明。「地域全体で考えていただき、公表
された病院が結果的に再編されたり特定の機能に重点化することもあ
るだろう」と述べた。
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愛知県の病床機能報告(2017年度)を国提供の定量的基準を
使用して試算した結果と診療実績データ分析結果

名名古古屋屋
尾尾張張中中部部
医医療療圏圏

22002255年年のの
必必要要病病床床数数

22001177年年度度
病病床床機機能能報報告告

差差しし引引きき
要再検討病院数
全公立公的病院

高高度度急急性性期期 22,,888855床床 55,,993300床床 33,,004455床床　　過過剰剰

急急性性期期 88,,006677床床 88,,777777床床 771100床床　　過過剰剰

回回復復期期 77,,550099床床 22,,335511床床 55,,115588床床　　不不足足 公的３病院
慢慢性性期期 33,,557788床床 44,,445577床床 887799床床　　過過剰剰 ２０病院
そそのの他他 ーー 443300床床 －－

計計 2222,,003399床床 2211,,994455床床 9944床床  不不足足

＜H31.2.25 平成30年度第2回尾張西部構想区域地域医療構想推進委員会
資料４ 地域医療構想推進委員会の活性化のための地域の実情に応じた定量的な基準について より抜粋＞

48

名古屋・尾張中部医療圏

・全病床数は９４床の不足

・高度急性期は３０４５床、急性期は７１０床の過剰

・慢性期は８７９床の過剰

・一方で、回復期は５１５８床の不足

・病床機能報告は診療報酬とリンクしないことが
建前であるとするなら、定量的評価や補助金の
流入状況を参照データとして届け出の機能に
ついて地域で再考しなければ地域医療を継続的に
提供できる体制の再構築は始まらない
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地地域域医医療療構構想想 前前 とと 後後

＜前前＞
・個別の医療機関が周辺医療機関の状況を充分把握
しきれない中、最終的な生き残りを目指し、過剰な
設備投資に全力で取り組んできた

・公立医療機関は診療事業会計に繰入れ等を行って
いる

・公的医療機関は税制上・財政上の優遇が設置主体
により異なる

・民間医療機関は税制上の優遇措置や期待される
役割が、医療法上の公的医療機関とは異なる

50

地地域域医医療療構構想想 前前 とと 後後

＜後後＞
・構想の目的である病床の地域偏在を是正し、全国的に
一定水準以上の医療を確保するために区域内の
全ての病院施設の実態を共有し、２０２５年以後の
良質で効率的な地域医療の提供体制整備の基盤を
作るためのシステムを構築する

・公立公的医療機関は公立でなければ担えない分野に
重点化する

・民間医療機関は資源の多寡により、担う役割は大きく
制限される

・区域のすべての病院施設が内情を公開し、未来像を
共有して協働する
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協協議議をを深深化化ささせせるる情情報報共共有有

・人口は確実に減少し、入院患者も激減するという共通認識

・公民全ての病院施設データの共有が前提であるべき

・民間病院と公立公的病院の担う役割は同一でないことを
共通認識とする必要がある

・診療機能と実績（急性期データ）
※人口１００万以上の都市部の分析結果共有

・診療機能と実績（回復期、慢性期データ）

・地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の
活用状況

・一病床当たりの診療実績等による効率性のデータ

・本当に不採算な医療提供のサステナビリティ

52＜R1.9.6 第23回 地域医療構想に関するワーキンググループ 資料より抜粋＞

※ 一一部部のの公公立立・・公公的的医医療療機機関関等等がが、、地地域域ののそそのの他他のの医医療療機機関関ととのの連連携携ののあありり方方をを
考考慮慮すするるここととななくく医医療療機機関関同同士士をを統統合合すするるここととにによよりり、、そそのの他他のの医医療療機機関関のの医医療療提提供供
ののあありり方方にに不不適適切切なな影影響響をを与与ええるるここととががなないいよようう、、将将来来のの医医療療提提供供体体制制ににつついいてて、、関関
係係者者をを含含めめたた十十分分なな協協議議をを行行ううここととがが重重要要である。
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結び（１）

昭和６２年の第一次医療法改正以来、我が国の人口推
計から予想される社会保障のあるべき姿を目指して病床
規制や病床機能分化を推進してきたが、いずれの政策も
国が想定した程は効果が発揮されず、社会保障の全体像、
特に医療において殆ど何の効果も得られなかった。
しかし、2025年の団塊の世代の後期高齢化は目前に迫

り、現状の追認は公民両方の医療機関の共倒れを招来せ
ざるを得ない非常に切迫した状況が近づいている。まずは
国の財政状況の改善目標であるプライマリーバランスの均
衡化の為に、歳出一位の社会保障費の削減と三位の地方
交付税・交付金の圧縮は国家存続の為には必須の対策で
ある。その一環として、国・地方自治体が命令権を持つ公
立・公的病院の効率化を目的とした再編議論へとつながっ
たと考える。

54

結び（２）

現実は公立・公的病院でなければ地域医療の継続性を
担保できない地域が多数存在することは事実であるが、
社会保障としての医療システムを維持するためには公立・
公的病院は民間医療機関が担うことができない役割に特
化することで効率的な運営が求められている。
いずれも医療ニーズの激変を目前にした国としての社会

保障制度の継続、地域医療の提供体制の継続の為の最
終コーナーに差し掛かった今こそ、医療機関同士のエゴや
片寄ったプライドを放棄して客観的で可視化できるデータ
に基づく協議を推進させ、地域の実情、未来の姿に合致し
た本当のご当地医療を作り上げなければ地域医療は完全
に崩壊する。
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平成 30 年 10 月 20 日
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令和 2年 3月 16日 

名古屋市長  

河村たかし 殿 

 

新型コロナウイルス対策に関する要望書 

                                

 

                                

名古屋南部地域医療連携推進協議会所属 

中京病院、名古屋掖済会病院、中部労災病院、大同病院 

南生協病院、名古屋記念病院、名古屋共立病院、新生会第一病院 

国立長寿医療センター、藤田医科大学ばんたね病院 

病院長一同 

  

 

  日頃は、名古屋市の医療の質向上のために、ご尽力いただきありがとうございます。深

く感謝いたしております。 

現在、名古屋市内では、新型コロナウイルス感染症の集団発生（クラスター）が複数認

められています。なかでも、名古屋南東部では、福祉施設を中心としたクラスターが認め

られており、高齢者、慢性疾患のある患者を中心に感染が拡大しています。新型コロナウ

イルス感染症は、これらの患者において、重症化率、死亡率ともに高いとされていますの

で、地域住民、医療関係者が一体となって拡大防止に努めるとともに、迅速かつ適切な医

療を提供していく必要があります。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の診療にかかる人的、物的な負担は、これに対応す

る医療機関にとって相当に重く、クラスターという本感染症の特徴から、地域の医療機関

だけで対応するのは難しい状況になっています。 

また、誤った認識により、患者や医療関係者が差別的な扱いを受ける事例も報告されて

おり、医療スタッフにとって診療上の身体的負担に加え、精神的負担も大きくのしかかっ

ています。 

 

上記のような現状をふまえ、名古屋市のより一層のご協力をお願い申し上げたく、名古

屋南部地域医療連携推進協議会として、下記事項につきまして要望いたします。 
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記 

 

 

１．  名古屋南東部以外の医療機関における患者受け入れを拡充し、一部の医療機関へ過

度な負担がかからないよう調整いただきたい。 

 

２．  愛知県内で新型コロナウイルス感染者に対応できる病床を増やし、感染者が円滑に

入院できるよう調整を図っていただくこと、また全ての感染者を入院させることがで

きない状態になった場合には重症者を優先して入院させる医療体制に速やかに変更

することを愛知県に要望していただきたい。 

 

３．  事業者、福祉施設、教育機関における患者の発生情報を迅速に医療機関に提供して

いただきたい。 

これにより、受診時に適切な感染対策を行うこと、有症状の接触患者の拾い上げを

行うことが可能となります。 

 

４．  医療従事者への感染を防ぐため、患者受け入れ医療機関に十分な個人防護具を配布

いただきたい。 

 現在、多くの病院で個人防護具の備蓄量が激減しており、新型コロナウイルス感染

症の終息が遅れると、医療スタッフに危険が及びます。 

 

５．  患者や医療機関が風評被害にあうことのないよう、患者や医療従事者のプライバシ

ーに配慮し、市民に適切な情報公開を行っていただきたい。 

 既に、報道された病院のスタッフの子供であると言うだけで、学校で不当な扱いを

受けると言った事例が発生しています。 

 

  



終わりにあたり 
 
名古屋南部地域医療連携推進協議会は、名古屋という巨大な構想区域で住民の健康を守る

ために、もう少し狭い地域を意識する地域包括ケアシステムのいくつかに取り組める近隣の

病院が集まって議論を進めるために発足しました。国が進める急性期病床の削減方針に地域

の計画を合わせるだけがその目的ではありません。 
今回、立ち上げ時に予測もしなかった新型コロナウイルス感染症への対応では、この地域

を意識した活動が有効に機能しそうな予感がします。コロナが落ち着いても私たちが直面す

る医療上の問題はいくつもあります。一例として、医師の働き方改革の実現があります。待

ったなしの状況ではありますが、これは一病院で無理をするより、この地域の病院の連携を

前提に対策を立案した方が、現実的な対応が出来、ひいては住民の必要とする医療の質を落

とさずに済むと考えられます。働き方改革以外にも、検討すべき問題はいくつもあります。

会員から積極的な意見が集まることを期待するとともに、協議会が有効に機能することを期

待します。 
 
 

絹川常郎 
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